
既払金一覧表（被告の主張）　別紙５

原告
番号

原告氏名
請求額

（弁護士費用を含む。）

原告らが請求する
精神的損害に対する既払金額

（弁済の抗弁額）

原告らが請求する
財産的損害に対する既払金額

（弁済の抗弁額）
原告らの請求に対応する精算合意の有無

原告らに対する
財産的損害の支払総額

原告世帯に対する
支払総額

弁済の抗弁額に関する備考

1 原告番号１ 2,200,000 80,000 － 40,000 240,000
2 原告番号２ 2,200,000 80,000 － 40,000 240,000
3 原告番号３ 2,200,000 80,000 － 40,000 480,000
4 原告番号４ 3,300,000 80,000 － 314,964 394,964 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
5 原告番号５ 1,100,000 80,000 40,000 40,000 240,000
6 原告番号６ 1,100,000 80,000 － 40,000 240,000

7 原告番号７ 3,647,600 80,000
332,000

（令和元年10月23日付上申書）
372,000 2,885,199 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い

8 原告番号８ 9,112,496 80,000
2,153,199

（令和元年10月23日付上申書）
2,517,199 2,885,199 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い

9 原告番号９ 1,100,000 80,000 － 40,000 240,000
10 原告番号１０ 1,100,000 80,000 － 40,000 480,000
11 原告番号１１ 1,100,000 80,000 － 40,000 480,000
12 原告番号１２ 1,100,000 80,000 － 40,000 120,000
13 原告番号１３ 1,100,000 80,000 － 40,000 360,000
14 原告番号１４ 2,200,000 80,000 － 40,000 480,000

15 原告番号１５ 1,100,000 80,000 － 「本件事故発生当初の時期」における精神的損害につきあり（乙B15の1）。 1,580,616 2,020,616
ADR手続において精神的損害として4万円、財産的
損害として4万円と合意

16 原告番号１６ 1,100,000 80,000 － 40,000 1,720,000
17 原告番号１７ 3,300,000 80,000 － 792,696 992,696

18 原告番号１８ 1,100,000 80,000 － 平成23年3月11日～同年11月30日の精神的損害につきあり（乙B18の1）。 1,134,917 1,414,917

19 原告番号１９ 3,300,000 80,000 － 40,000 2,680,000
20 原告番号２０ 1,100,000 80,000 － 40,000 480,000
21 原告番号２１ 1,100,000 80,000 － 40,000 240,000
22 原告番号２２ 2,200,000 80,000 － 1,440,300 1,640,300
23 原告番号２３ 1,100,000 80,000 － 40,000 240,000

24 原告番号２４ 5,258,000 80,000 － 「本件事故発生当初の時期」における精神的損害につきあり（乙B24の1）。 274,714 314,714
ADR手続において精神的損害として4万円、財産的
損害として4万円と合意

25 原告番号２５ 3,300,000 80,000 － 40,000 240,000
26 原告番号２６ 1,100,000 80,000 － 40,000 480,000
27 原告番号２７ 2,200,000 80,000 － 40,000 360,000
28 原告番号２８ 1,100,000 80,000 － 40,000 840,000
29 原告番号２９ 1,100,000 80,000 － 40,000 120,000
30 原告番号３０ 3,300,000 80,000 － 40,000 360,000
31 原告番号３１ 1,100,000 80,000 － 164,545 484,545 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
32 原告番号３２ 1,100,000 80,000 － 40,000 360,000
33 原告番号３３ 1,100,000 80,000 － 607,750 2,967,750 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
34 原告番号３４ 1,100,000 80,000 － 40,000 2,967,750 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
35 原告番号３５ 2,200,000 80,000 － 40,000 2,400,000
36 原告番号３６ 1,100,000 80,000 － 40,000 2,440,000
37 原告番号３７ 1,100,000 80,000 － 40,000 1,680,000
38 原告番号３８ 1,100,000 80,000 － 240,750 2,600,750 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
39 原告番号３９ 1,100,000 80,000 － 40,000 240,000
40 原告番号４０ 1,100,000 80,000 － 352,894 432,894 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
41 原告番号４１ 2,200,000 80,000 － 390,993 470,993 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
42 亡・原告番号４２ 3,300,000 80,000 － 40,000 120,000
43 原告番号４３ 3,300,000 80,000 － 40,000 1,080,000
44 原告番号４４ 1,100,000 80,000 － 40,000 120,000
45 原告番号４５ 1,100,000 80,000 － 94,075 294,075
46 原告番号４６ 1,100,000 80,000 － 675,902 755,902
47 原告番号４７ 2,164,800 80,000 － 21,703,180 23,263,180
48 原告番号４８ 1,100,000 80,000 － 232,736 2,173,690 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
49 原告番号４９ 1,650,000 80,000 － 1,227,688 1,467,688 ADR手続に先立ち直接請求手続で8万円の支払い
50 原告番号５０ 1,100,000 80,000 － 40,000 120,000
51 原告番号５１ 1,100,000 80,000 － 40,000 1,200,000
52 原告番号５２ 3,300,000 80,000 － 40,000 240,000

99,932,896

以下の財産的損害につきあり（乙B7の1）。
・平成23年3月11日～同年12月31日の避難費用及び生活費増加費用（二重生
活費用及び自家栽培野菜を除く）
・平成23年9月23日～同年12月31日の生活費増加費用（二重生活費用）
・平成23年3月11日～平成24年12月31日の生活費増加費用（自家栽培野菜）
・平成23年3月11日～平成24年9月30日の除染費用，線量計購入費用，検査
費用
・平成23年7月1日～同年8月31日の就労不能損害

平成23年3月11日～同年12月31日の精神的損害につきあり（乙B33の1）。

合計額

315


